
中間前金払  

範   囲 割 合 支払の条件  

 

１件の請負代価が１，０００万円以

上で、かつ、工期が１５０日以上の土

木建築に関する工事（土木建築に関す

る工事の設計及び調査並びに土木建築

に関する工事の用に供することを目的

とする機械類の製造を除く。以下同

じ。）において、当該工事の材料費、

労務費、機械器具の賃借料、機械購入

費（当該工事において償却される割合

に相当する額に限る。）、動力費、支

払運賃、修繕費、仮設費、労働者災害

補償保険料及び保証料に相当する額と

して必要な経費。  

 

 

請 負 代 価 の

１ ０ 分 の ２

以内。  

 

（１）工期の２分の１を

経過し、かつ、工程

表によりその時期ま

でに実施すべき工事

が 行 わ れ て い る こ

と。 

（２）工事の進捗額が当

該契約額の２分の１

以上であること。  

 

 

前金払  

範  囲  割  合  

（工  事） 

１件の請負代価が３００万円以上

の土木建築に関する工事（土木建築

に関する工事の設計及び調査並びに

土木建築に関する工事の用に供する

ことを目的とする機械類の製造を除

く。）において、当該工事の材料

費、労務費、機械器具の賃借料賃借

料、機械購入費（当該工事において

償却される割合に相当する額に限

る。）、動力費、支払運賃、修繕

費、仮設費及び現場管理費並びに一

般管理費等のうち当該工事の施工に

要する費用に相当する額として必要

な経費。  

 

（設計又は調査）  

１件の請負代価が３００万円以上

の土木建築に関する工事の設計又は

調査において、当該設計又は調査の

材料費、労務費、外注費、機械購入

費（当該設計又は調査において償却

 

請負代価の１０分の４以内。  

ただし、前金払をした後におい

て、請負代価を減額した場合は、当

該前金払の額を超えない範囲内にお

いて、改定請負代価の１０分の５以

内。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

請負代価の１０分の３以内。  

ただし、前金払をした後におい

て、請負代価を減額した場合は、当

該前金払の額を超えない範囲内にお

いて、改定請負代価の１０分の４以



さ れ る 割 合 に 相 当 す る 額 に 限

る。）、動力費、支払運賃及び保証

料に相当する額として必要な経費。  

 

（測  量） 

１件の請負代価が２００万円以上

の測量において、当該測量の材料

費、労務費、外注費、機械器具の賃

借料、機械購入費（当該測量におい

て償却される割合に相当する額に限

る。）、動力費、交通通信費、支払

運賃、修繕費及び保証料に相当する

額として必要な経費。  

 

（機械類の製造）  

契約価格が３，０００万円以上で納

入までに３か月以上の期間を要する

土木建築に関する工事の用に供する

ことを目的とする機械類（本項中

「工事用機械類」という。）の製造

に必要な経費（契約価格が３，００

０万円未満であっても、当該契約中

に単価１，０００万円以上で、納入

までに３か月以上の期間を要する工

事用機械類の製造を含む場合は、当

該工事用機械類の製造に必要な経費

を含む。）。  

内。  

 

 

 

 

請負代価の１０分の３以内。  

ただし、前金払をした後におい

て、請負代価を減額した場合は、当

該前金払の額を超えない範囲内にお

いて、改定請負代価の１０分の４以

内。  

 

 

 

 

製造代価の１０分の３以内。  

 

 

 

 

 

 

 


